
～「遊休農地解消緊急対策事業」のご案内～
遊休農地 の有 効 活用を支 援します！

2023.6

最寄りの農地バンク窓口（市町農政担当課、市町農業公社）、農業委員会へご相談ください。

栃木県農地バンク（公益財団法人栃木県農業振興公社）

そのお悩み、農地バンクが解決をお手伝いします！！

～遊休農地解消緊急対策事業～ ◆農地バンク（公益財団法人栃木県農業振興公社）が
　遊休農地を借受け、解消して耕作者へ貸付けます。

対象農地 ： 農用地区域内の農地のうち「簡易な整備で解消可能な遊休農地」
要　　件 ： 農地バンクに10年以上農地を貸付けること。※使用貸借（賃料０円）が条件
 農地バンクが遊休農地を解消した年度の翌年度までに耕作者により耕作が再開されること。
作業内容 ： 草刈り、除礫、抜根（新植、改植された樹木除く）、耕起・整地、その他必要と認められるもの。
 ※「その他必要と認められるもの」については、別途協議が必要となります。
解消費用 ： ４３，０００円/10ａの範囲で農地バンクが解消。
 ※上記の金額を超過した分は、所有者又は耕作者の負担となります。

事 業 内 容

このようなお悩みありませんか・・・

農地を所有しているけど、

自分では管理できず

荒れてしまっている・・・

どうにかならないか・・・

隣が遊休農地になって
いるけど、解消して
借りられると効率よく
耕作できるのに・・・

お問い合わせ先

耕作者

農地バンクを活用して、かけがえのない農地を活かし、
地域農業を守りましょう！

（公財）栃木県
農業振興公社

農地所有者

農地バンク

農地所有者 耕作者



【取組のポイント】

【活用地区における取組】

事業実施体制

手続きの流れ
事業実施希望者の申出 ・事業実施希望者は、市町等農地バンク相談窓口へ申出をします。

・制度の説明
・促進計画の同意徴収

・制度の説明
・集積計画の同意徴収

解消作業委託

解消後
貸付け

借入れ
協力

補助金
補助金

申出内容の確認 ・相談窓口は、関係機関等とともに現地調査等を実施し、
  要件等の確認をします。

事業実施決定と対象農地の借入れ ・事業の実施を決定した後に、所有者と当該農地の
  貸借契約手続きを行います。（使用貸借、期間10年以上）

再生作業委託契約締結 ・再生作業は委託により実施し、委託先は原則として
  耕作予定者とします。委託料は、43,000円/10aを上限とします。

委託料の支払いと対象農地の貸付け ・業務完了確認後に委託料を支払います。
・耕作予定者と貸借契約手続きを行います。

① 農業委員会事務局は、全委員へ事業内
容を説明。

② 農業委員会事務局は、従来から農地を
探していた担い手に対して、本事業活
用による農地の借入を提案。

③ 農地バンクは、耕作者に解消事業を委
託。農業委員会、農業会議、県とともに
現地検討会を開き、現地確認や耕作者
との委託内容の調整を実施。

④ 本取組により、周辺農地への病害虫被
害が防止でき、担い手への農地集積に
も寄与。

〇 農地バンクが関係機関と連携し、早い段階で事業の仕組みを整
理し、広く周知

〇 市農業委員会による積極的な最適化活動（遊休農地解消）の実施

解消前 解消後

取 組 事 例
活用事例①

解消前 解消後

活用事例②

出し手
（遊休農地所有者）

耕作者
（解消作業実施者）

農地バンク
（県公社）

県国 委託契約の取り交わし及
び委託料の精算は、県公
社が耕作者と直接実施

市町等農地バンク
相談窓口

遊休農地解消緊急対策事業


